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社会福祉法人 木津川市社会福祉協議会 支所運営規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人木津川市社会福祉協議会支所（以下、「支所」という。） 

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（設 置） 

第２条 この規程は、地域福祉事業の最前線において、市民や各種関係団体等と綿密な連 

 携を図りながら、各種事業を推進していくとともに、従来までのきめ細かな福祉サービ 

スを低下させないため、支所運営委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。 

 

（基本方針並びに活動の指針） 

第３条  各支所で、次に掲げる事項を基本方針並びに活動の指針とする。 

  （１）市民の福祉に対する願いを適正に反映させること。 

  （２）市民が親しみやすく、利用しやすい支所とする。 

  （３）行政の福祉課題に対応し、協働できる組織とする。 

 （４）緊急時に対応できる支所体制を確立する。 

 （５）住民の身近なところで、きめ細かな地域活動を展開できる組織とする。 

 （６）法人運営等の中心的役割を担う本所と連携し、責任分担制で分権化し、地域のニ 

ーズに即応できる事業活動を展開する。 

 （７）小地域化・個別化して事業展開することにより特色ある組織とする。 

 （８）それぞれが関わりながら独立した支所の事業展開を図る。 

 （９）支所運営については、支部と連携しながら事業活動を展開する。 

 

（構 成） 

第４条  委員会は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 理事、評議員及び社協活動に賛同して協力する者をもって構成し、会長が委嘱する。 

 

（任 務） 

第５条 委員会には、委員の互選により支所会長１名及び支所副会長若干名を置く。 

２ 委員会は、支所会長が必要に応じて招集し、その会議の議長を務める。 

３ 支所副会長は、支所会長の事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（任 期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

附則 

この規程は、平成１９年３月１２日から施行する。 

この改正規程は、平成１９年５月２２日から施行する。 

 


